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議員提出議案第４号 

 

   西条市議会議員定数条例の一部を改正する条例について 

 

 西条市議会議員定数条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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   西条市議会議員定数条例の一部を改正する条例 

 西条市議会議員定数条例（平成２０年西条市条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９１条第１項の規定に基づき、西

条市議会の議員の定数は、２４人とす

る。 

地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９１条第１項の規定に基づき、西

条市議会の議員の定数は、２８人とす

る。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西条市議会議員定数条

例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。  

  



3 

提案理由 

 口頭説明 

 


